
 

  

本格的な夏が間近に迫っています。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。 

「涼しい服装」「危険な暑さを避ける」「日傘や帽子の着用」「水分・塩分の補給」などの熱中症 

対策をこころがけ、暑い季節を安全に楽しく過ごしましょう。 

～事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました～ 

合理的配慮の提供とは？ 

物理的環境への配慮 

肢体不自由の方の例 

申出：飲食店で車いすのまま着席 

したい 

対応：机に備え付けの椅子を片づ 

けて、車いすのまま着席でき 

るスペースを確保した 

 

 

合理的配慮の参考例 ―障害のある方と事業者等との間の建設的対話を通じて対応を検討していくことが重要です― 

意思疎通への配慮 

弱視難聴の方の例 

申出：筆談によるコミュニケーション 

を希望したが細いペンや小 

さな文字では読みづらい 

対応：太いペンで大きな文字を書い 

て筆談を行った 

 

 

ルール・慣行の柔軟な変更 

学習障害の方の例 

申出：文字の読み書きに時間が 

かかるため、セミナーへの 

参加中書き写しができない 

対応：デジタルカメラ、スマートフォン、 

タブレット型端末などで撮影 

できることとした  

 

 

合理的配慮の内容の検討には 

対話と合意形成が大切です 

① 本人または保護者等からの相談 
② 本人側と行政・事業者との話し合い 
③ お互い合意した配慮の実施 
④ 配慮について見直し・改善 

 

だより



 

詳しい内容は、これからホームページ・Facebookで情報発信していきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年度 

そらまめの会（遊びと語らいの会）のご案内 

 

時 間： 10：30～11：30 

開 催： R6(7/18・8/22・9/12 

         10/24・11/21・12/19) 

         R7 (1/23・2/20・3/13) 

すべて木曜日  
対 象：子どもの発達に気がかりのある 

概ね小学校低学年までのお子様 

の保護者 

内 容：自由遊び おしゃべり会 

子育てミニ講座 子育て相談 

担 当：心理士・保健師 

その他：参加は無料です。 

お電話でお申し込みください。 

参加は随時受け付けております。

１回のみの参加も OKです。 

 

 

 

宇部市発達障害等相談センターそらいろ 

(宇部市多世代ふれあいセンター５階) 

TEL：０８３６-４３-６７７７ 

 

 ←Facebook 

QRコード 
宇部市 そらいろ 

これからの研修会の予定 

 

○そらいろ講演会 

日 時：令和６年１２月１日（日） 
１０：００～１２：００ 

テーマ：「発達障害の特性理解と支援の 
ヒント」  

場 所：宇部市福祉会館 

 

○後期ペアレントトレーニング講座 

日 時：
        すべて木曜日 
       10：00～１２：００  

 

実施日： 令和 7年 2/4（火）・2/18（火） 
      9：45～１１：４５ 

 

◎ご希望に応じ、発達障害に関する研修会を 

行っておりますので、お気軽にお声かけ 

ください。 

 

……スタッフのひとりごと…… 

 


